
資料７

第１回研究会（９月２７日）での議論の概要

１ 農協の現状について

（１）農協の経営実態

。 、 、 、・ 農協の全体像が分からない バランスシート 損益計算書 資金運用表

事業別・費用の項目別の過去５年間分位のデータがないと議論が始まらな

い。

・ 総合農協の販売事業における系統利用率が高いのは、農協が組合員から

販売受託をしており、代金決済を上部団体に委託していることが影響して

いるのではないか。

・ 手数料、利益率の数字を単に比較しただけでは意味がない。商系の仕入

値が半分ならば、値段は商系の方が安くなる。

（２）農協が問題とされる理由

・ 農協は世界に冠たる仕組だが批判される これは 食糧難の中もっと作。 、「

れという時代」から「消費者ニーズに合わせて作る時代」に急激に変化し

た中で、時代に合っていないから。

・ 経済情勢、農業情勢が大きく変わっているのに、農協が変われないのが

現状。

・ （農協のあり方について）いろいろ議論するより実践することが重要。

実践したことが事例になっていき、ベストプラクティスとして他に広げて

いくことが実効性がある。

（３）農協系統による自主的な取組

・ 農協系統も自主的に計画を立てている。それを前提に、この場で足りな

い部分を指摘してもらい、応援していただきたい。



２ 農協改革の論点について

（１）農協のあるべき姿

・ 日本の今後の農業をどうしていくかを考えていく中で、どう農協がある

べきかを考えていくべきである。

・ これまでの農業の中で農協が役立ってきたことは理解。しかし、会社で

も５０年もたつとくたびれてしまう。一度、白紙に戻って考えるべき。

・ 大きく変わる経済・社会情勢の中で、将来をにらんで農協はどうあるべ

きかということを念頭に置きながら議論を進めていくべき。

・ これまで農協は日本の農業のためにかなり役に立ってきた。これからも

大事。ただ、時代が変わる中、農協のどこをどう変えればいいのか考えた

い。

・ 協同組合としての理念をしっかりと踏まえた上で、経済事業として効率

化できるところは徹底的に効率化していくという考え方については、さほ

ど対立がないのではないか。優秀な農協はみんな既にやっていることだろ

うが、理念と事業の相剋にどう折り合いをつけるかが問題。

・ 農協は今後も必要な組織だと考えている。しかし、協同組織としての良

さが組合員からも認識されておらず、あるべき姿を見失っている。

・ 農協を実際に構成しているのは出資者である組合員。また、農協は全国

くまなく網羅するなど、社会的インフラとして重要な役割。このような根

本部分をしっかりと押さえ議論して欲しい。

・ 現在、全国に約1000ある単位農協は、上の200はよく、中間の600がまあ

まあで 下の200はどうしようもない 下が目立っていて農協改革が問題と、 。

なるが、両方を検討対象とする必要。単協がすべてよくなれば、連合会の

必要性が議論となる。

（２）研究会での議論の仕方

・ 思想としての農協 と 経済事業としての農協 ということをはっき「 」 、「 」

り分けて議論すべきである。

・ ４つの論点が並列に並べられているが、アグリビジネスとの競争条件の

確立を目指す中で、消費者ニーズへの的確な対応、組織・事業の効率化、

スリム化は達成されるのではないか。そういった構造で検討すべき。

・ ４つの論点で分類しているが それぞれの課題の重さが違う 消費者ニ、 。「

ーズへの的確な対応」は非常に重要な問題であるが 「組織・事業の効率、

化、スリム化」については、むしろ農協の経営の確立をどうするかが問題

として重要。３番目は、こういった（農協の）事業と行政との関連をどう

考えるかということが重要な問題であり、その３つに分けて議論した方が

よい。

・ 検討課題から、心の問題が抜けている。秋田、長野などで厚生連病院が

多いのは、人口が少なく、民間病院がないところを、農協が補完してやっ



ているから。

（３）４つの論点について

①「消費者ニーズへの的確な対応」

、 。・ 消費者ニーズが論点の１番目に掲げられ 時代が変わったという印象

・ 消費者だけでなく生産者も自己責任を問われる時代。産直は安心と思

っていたが、農協の偽装表示事件で産直もダメと思った。系統もその責

任を十分に考え対応すべき。

・ 無登録農薬が農協を経由して生産者に渡っていた事件について 消費、「

」 。者ニーズへの対応 ということの手前の段階として姿勢を正して欲しい

・ 農協は商品開発等について、もっと柔軟な姿勢が必要。その視点がな

ければ、結局、生産者の損にもつながる。

・ 国内で自給自足できる農業は、最終的には消費者のためになる。

②「組織・事業の効率化、スリム化」

・ １２年度までに５万人職員を減少させる計画が、１万４千人ほど達成

できていない。企業であれば、３０％近くも計画が達成できなかったこ

とが問題となる。

・ （購買事業で）農協が平均１７％しかはねてなくて、商系が２０数％

はねて、農協から買う方が高いのは、系統の仕入れが悪いから。

・ 農協は、分社化して、会社に事業を任せたとしても、首を切りにくい

ので、職員の数も減りにくい。地域での雇用の維持という点もあり難し

い問題。

③「アグリビジネスとの公平な競争条件の確立」

・ 独禁法の問題は、伝聞形での話が多いが、できるだけ具体的事例を紹

介してもらってから、議論したい。

・ 同じ協同組合である生協は、農協と組織の原理は同じであるが、他の

企業と同一の競争条件にさらされて活動しているところが決定的に違

う。

④「補助金の依存体質からの脱却 ：」

（第１回の研究会においては言及なし ）。

（４）その他

・ 農業は、今、追い風が吹いている。高齢化が高まる中、日本人の健康を

守るため、食物が非常に大事になってくる。

・ 新しい基本法が制定された経緯を踏まえつつ、食の問題、日本の農業を

どうしていけばよいのかという国民合意を得ていくことが必要。

・ 農業は長期計画がないとできないものであり、工業とは違う。

以 上
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（参考）
「農協のあり方についての研究会」議事要旨

日 時：平成１４年９月２７日（金） １０：３０～１２：３０

場 所：農林水産省第２特別会議室

協同組織課長：定刻になりましたので、ただ今から「農協のあり方についての研究会」を

始めさせていただきます。
私は、協同組織課長の山下でございます。よろしくお願いします。

なお、本日は、武部農林水産大臣も本研究会に御出席される予定ですが、

閣議後の記者会見がございますため、遅れて御参加されるとのことでござい
ます。大臣が見えられましたら、後ほど御挨拶いただくこととしております

ので、予め御了承下さい。

それでは、まず、本日出席の委員の方々を五十音順にご紹介させていただ
きます。

帯広川西農業協同組合組合長の有塚委員でございます。

東京大学名誉教授の今村委員でございます。
株式会社藤崎快適生活研究所専務取締役所長の牛尾委員でございます。

有限会社イズミ農園社長の梅津委員でございます。

財団法人日本農業研究所研究員の岸委員でございます。
財団法人国民経済研究協会監事の小島委員でございます。

全国農業協同組合中央会副会長の小林委員でございます。

日本生活協同組合連合会専務理事の品川委員でございます。
横浜丸中青果株式会社社長の鈴木委員でございます。

デリカフーズグループ社長の舘本委員でございます。

時事通信社解説委員の野村委員でございます。
株式会社西友常務取締役の橋本委員でございます。

森永製菓株式会社相談役の松﨑委員でございます。

とぴあ浜松農業協同組合組合長の松下委員でございます。
全国農協青年組織協議会会長の門傳委員でございます。

主婦連合会会長の和田委員でございます。

なお、本日はやむを得ず御欠席でございますが、中京大学教授の水谷委員
とＪＡ全国女性組織協議会会長の峰島委員も本研究会の委員に御就任いただ

いております。

続きまして、座長の選任に入らせていただきたいと思います。資料１の開
催要領３の（２）にございますように、委員の皆様の互選によりお決めいた

だきたいと思います。いかがでしょうか。

岸 委 員 ：ここはひとつ大変ご苦労様ですが、今村委員にお願いするのが妥当である
と思われます。御賛同を得られればと思いますが、いかがでしょうか。

協同組織課長：よろしいでしょうか。

それでは、座長は、今村委員にお願いいたしたいと存じます。それでは今
村委員、こちらの座長席へお移り下さい。

それでは、これからは、今村座長に議事をお進めいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。
今 村 座 長 ：ただ今座長に選任されました今村でございます。

与えられたテーマですが、ご存じのように大変大きい且つなかなか難しい

テーマでございます。委員の皆さんの御協力により、是非とも議論を深めい
。 、い結論と言いましょうか提案を出したいと私なりにも考えております ただ

委員の皆さんは各界を代表される方々でございますし、なにせ委員の数が多

いわけです。で時間が少ないときております。それから私、まだ全員の方を
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存じ上げておらないですが、半数くらいの方は前から存じ上げておるのです

が、いずれも論客で、話させたら１時間２時間はおろか、一人でしゃべって

、 。しまうような方ばかりでございまして これも頭の痛いところでございます
しかし、時間との競争もやらなくてはなりません。そういうわけで、ご発言

の中身をペーパーで出していただけませんかということがこれからあると思

いますが、そういうことも含めて何卒よろしくお願いいたします。
事務局から聞いたら、年度末までには結論を出さなくてはならないという

わけで、回数もどうなるかよく分からないですけれども、これから増えてい

く可能性もありますので御多忙のところ大変でございましょうが、何卒よろ
しくお願いいたします。

それでは、議事の方を進行させていただきたいと思います。

まずはじめに、本論に入る前に運営方法とか、いろいろ会議の公開の問題
等々ございますので、協同組織課長から会議の持ち方についてお願いしたい

と思います。

協同組織課長： 資料１」を御覧いただきたいと思います。本研究会の開催要領でござい「
ますが、１の趣旨でございますけれども、これまで農協の事業・組織改革に

つきましては、昨年の農協改革２法をはじめとする諸施策を推進してきたと

ころでございますけれども、営農・経済事業を中心とする農協改革につきま
してはその進展が遅れており 「食」と「農」の再生プランに基づく農業の、

構造改革を進めるに当たりましては、農協の営農・経済事業のあるべき姿や

改革の方向につきまして委員の皆様方に御議論をいただくということでござ
います。

検討事項はそこに書いてあるとおりでございますが、運営につきまして説

明させていただきますと、３の（３）にございますが、本研究会は、必要に
応じて関係者を出席させて説明及び意見の聴取を行うことができるというこ

とが１点でございます。

それから（５）でございますけれども、研究会は公開とさせていただきま
す。ただし、研究会の運営に著しい支障があると認められる場合には、座長

は研究会に諮って、非公開にすることができるということでございます。な

、 。お 議事要旨等につきましても原則として公開するということでございます
よろしくお願いいたします。

それから、４のスケジュールですが、本日から検討を開始していただきま

して、月に１回程度の審議を経まして、１５年３月、今年度末には、検討結
果をとりまとめるということでお願いしたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。

今 村 座 長 ：はい、ありがとうございました。
開催要領、運営方法などについては以上でございますが、何か御意見ござ

いましたら、あるいは、提案がございましたらどなたかお願いします。

よろしいでございましょうか。ありがとうございました。もし必要がでま

したら、その都度この研究会にお諮りいたしたいと思います。
それでは、次に本論に入りまして、事務局のほうで資料を用意しておりま

すので、それに基づいて説明していただきたいと思います。で、私、事前に

拝見してたらかなり大部なものなのです。農協を取り巻く環境が非常に大き
く変わってきたし、また主体的状況も非常に変わってきたというふうな状況

でございますので、経営・組織対策室長から御説明させていただきます。よ

ろしくお願いします。
： 経営・組織対策室長の山口でございます。それでは 「農協系統の現状経営 ・ 組 織 対 策 室 長 、

と課題」を中心に御説明させていただきます。

「資料４」を御覧下さい。１ページ目をお開きいただきたいと思います。
「１ 農協の組織」ということでございます。
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農協の役割でございますけれども、組合員である農家の相互扶助組織でご

ざいまして、営農と生活に関する各種サービスを総合的に提供しておるとい

うことでございます。農協の主な事業としましては、右側にございますよう
に 「営農・経済事業」これは、営農指導といわれている事業及び農産物の、

販売を中心とする販売事業、農薬・肥料等の生産資材の購入、また生活資材

の購買等を行っております購買事業、これらの事業を「営農・経済事業」と
総称しまして、組合員の営農活動を支援するための事業という位置付けをし

ています。あと、信用事業、共済事業、福祉事業なども行っているところで

ございます。
②にございますように、農協は、農業協同組合法に基づき設立される農業

者の自主的な組織でございまして、加入脱退の自由や１人１票の原則が保障

されておりまして、協同組合としての要件を満たしております。具体的には
右側に４つ要件がございます。

続きまして２ページ目をお開き下さい。協同組合という性質に基づきまし

て、独占禁止法上、農協につきましては、適用除外措置というものがござい
ます。その理由といたしましては③に書いてございますように、単独では大

企業に対抗し得ることが困難な零細な事業者が、協同組合を組織して有効な

競争単位になることは、市場における公正かつ自由な競争の促進に貢献する
ということで、これは農協だけではなく、他の事業協同組合、生協、また森

林組合、漁協なども適用除外となっております。これによって行える措置と

しましては、共同で原材料を購入したり、共同販売又は、出荷調整や生産調
整を行うこと、こういった活動ができるということになっております。しか

し、協同組合に係るこういった適用除外制度はあくまでも公正かつ自由な競

争を促進する場合に限り認められているところでございますので、不公正な
取引方法を用いる場合、その例といたしましてはこの下に枠で囲っておりま

すが、こういう差別的な取扱いとか取引の拒絶とかこういうことをやっては

、 、 、いけないことになっておりますし また ２番目に書いてございますように
「競争を自主的に制限して不当に対価を引き上げる」こういった行為もでき

ないということで、右側の上の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律」いわゆる独禁法の２２条の但書にそういう規定が入ってるところで
ございます。実際に農協・連合会における独禁法の違反事例というものが、

すでに１３件ございます。主な例は②に書いてございますので御覧いただけ

ればと思います。
３ページ、農協系統組織の状況でございます。農協系統組織、系統と言っ

ておりますのは、農業者が組合員となる農協いわゆる単協と、農協を会員と

します県レベルの連合会及び全国レベルの連合会、この３段階で系統組織を
構成し、さらにその農協連合会を指導する中央会、県の中央会、全国の中央

。 、会という組織で構成されているところでございます 連合会につきましては

組織の改革ということで近年、都道府県段階と全国段階の統合が進められて

いるところでございます。共済事業につきましては、既に全県統合が済みま
して、全共連と農協の２段階制が完成しておりますし、経済事業につきまし

ても３４の都府県で、全農と農協の２段階制となっておるところでございま

す。
４ページでございますが、農協の数の推移でございます。農協系統で合併

を推進されてきた結果、平成１４年４月１日現在における農協の数は、右側

、 ， 、 、の表の一番上にございますように １ ０５６ということで 構想達成率は
約８０％となっている状況です。

続きまして５ページを御覧下さい。農協の合併の評価なり課題ですけれど

も、合併はそれ自体が目的ではなく、事業の機能の強化なり経営基盤の確立
等を達成するための手段であるわけでございまして合併のメリットが組合員
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に実感できるように事業の合理化や事業体質の改善を図る必要があるわけご

ざいます。組合員はその合併農協に対しましては、営農指導体制の強化など

営農・経済事業面での体制が強化されることを求めておりますし、合併に当
たっては経営陣の方々も、必ずそれを約束されているところでございます。

ところがアンケート調査によりますと、信用事業や共済事業面での評価は高

いのですが、施設利用の効率化や営農・経済事業面での評価は低くとどまっ
ておりまして、真ん中の表にございます「成果の低いもの（下位５ 」と書）

いてありますワースト５でございますが、この最下位のところに営農指導の

。 、強化というものがあるわけでございます 合併農協の抱える経営課題として
合併農協自身が回答されている中でも、効率的な事業運営なり、施設、支所

の機能再編・統廃合、こういったものがこれから必要だということが挙げら

れているところでございます。
続きまして６ページ、組合員の動向でございます。農協の設立当初、昭和

２２年に農協法ができた以後、農家の数というものが減少しておりまして、

当初１９５０年代６１８万戸あったものが、現在では半減しているというこ
とでございます。また、農家構成につきましても戦後は均質な小規模農家を

中心とする体制であったわけでございますが、現時点においては大規模農家

等の担い手農家と多くの小規模な兼業農家というものに階層分化が進んでい
るところでございます。農村の状況も非農家との混住化が進んでいるところ

でございまして、平成１２年には農家数の割合が５０％未満の集落というの

が６割になっているという状況でございます。農協の組合員総数につきまし
ては下の表にございますけども、逐次増加傾向でございましたが近年は横ば

い傾向にございます。平成１２年度末で９１１万人となっております。この

うち、正組合員は減少傾向で５２５万人、准組合員は増加傾向で３８６万人
となっております。正組合員・准組合員についてはその下に定義をおいてあ

りますので、御覧いただければと思います。

７ページでございますが、役職員の動向でございます。農協の理事の数は
１組合当たり１７．８人となっております。このうち常勤理事は、１組合当

たり平均で２人、さらにそのうち実務精通理事、これは農協の業務に精通さ

れている役員の方でございますが、これは０．５人という低い実態にござい
ます。なお１３年の農協法改正によりまして、来年の４月１日からは信用事

業を行う農協については、常勤理事を３人以上、さらにそのうち信用事業を

専任に担当する方が１人以上と、こういったことを義務付ける改正が行われ
、 。ておりまして 今後は実務に精通された理事が増えていくと考えております

２番目に、兼職・兼業規制の強化でございます。平成８年の農協法改正にお

きまして、これは他の銀行、その他の金融機関と同列に、信用事業を行う農
協及び信連については代表理事と常勤役員等の兼職・兼業の制限が導入され

ております。さらに平成１３年の農協法改正によりまして、これも来年度か

らでございますが、信用事業を行わない組合も含みまして、常勤役員等につ

きましては経営管理委員となる場合、それと、その他の省令で定めるものを
、 。除きまして 他の法人の職務の兼務が禁止されるという形になっております

省令で定める例外事由につきましては、右側の一番下のところに例示をを挙

げております。
８ページでございます。経営管理委員会制度の問題でございます。農協と

いいますのは、農家組合員が組織する協同組織でございますので、当然のこ

とながら組合員の意向を十分踏まえて業務の運営を行う必要があるわけでご
ざいますが、一方で農協の事業分野は、多岐にわたるわけでございまして、

高度化・専門化している中で、迅速・的確な業務を運営していくということ

の要請も強まっているわけでございます。こうした２つの要請に的確に対応
できる制度といたしまして、平成８年の農協法改正で、経営管理委員会と理
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事会を併用するという方式が選択肢として導入されたところでございます。

その後、平成１３年の農協法改正によりまして、業務がより複雑・高度化し

ております連合会につきましては、信連など一定のものについては経営管理
委員会の設置を義務付けるとともに、経営管理委員会が代表理事の選任権を

持つというような改善を行いまして、現在においては、導入が進みつつある

状況でございます。右側の下にございますが 「経営管理委員会制度導入組、
合」というものが、信連を中心にだんだん増えております。また、全国連に

つきましては、全農と全共連につきましては本年７月に既に経営管理委員会

制度が導入されております。また、信連については、１６年４月からは全部
が導入を義務付けられるということになっております。

９ページでございます。農協の監事数でございますが、これは１組合当た

り４．６人でございます。平成１０年度からは員外監事や常勤監事の義務付
けが、これも他の金融機関と同様になされることになっておりまして、平成

。 、１３年度からはその対象範囲が拡大されております 下にございますように

貯金量が５０億円以上の組合では員外監事が、５００億円以上の組合では常
勤監事をおく必要があるわけでございます。農協の職員数でございますが、

平成７年度から、農協系統が５年間で５万人の削減計画というものを打ち出

されまして、その目標達成のために取り組んでこられたという結果もござい
まして、現在では３１万人程度ということでございます。

１０ページでございます。中央会制度でございます。さきほども申しまし

たように、中央会には、都道府県中央会と全国中央会がございまして、組合
の健全な発展を図ることを目的に、指導・監査・教育等の事業を行っている

わけでございます。特に監査については、まず平成８年の農協法改正により

まして、信用事業を行う農協及び信連について中央会の監査を義務付けると
いうことが制度化されております。さらに平成１３年の農協法改正によりま

して、これも来年度からでございますが、信用事業を行わない連合会につき

ましても、負債総額が２００億円以上、例えば全農、全共連、さらに県の経
済連、また厚生連の一部でございますが、こういったものについても中央会

監査を義務付けるという措置が講じられております。それと併せまして、こ

れは今年度、１４年度から取り組まれておりますけれども、中央会の監査の
独立性の確保とその精度を向上させるという趣旨で、今まで４７都道府県に

おりました農協の監査士を全中の元にＪＡ全国監査機構というものを設立い

たしまして、そこが一元的に管理・指導するという体制を取りまして、さら
に、公認会計士の資格をもっておられる方を監査専門の理事、役職上は監査

委員長ということでございますが、これに選任いたしまして全中の他の事業

と分離しておりまして監査事業の大幅な強化ということが図られたところで
ございます。

１１ページでございます。農協の事業でございます。まず営農支援という

ことでございまして、営農指導、共同利用施設の設置、農作業受委託等につ

いてふれております。営農指導につきましては、近年、担い手の栽培技術が
向上しておりますのでそういった技術指導を求めるよりも、いかに農産物を

有利に販売するか、またはどういう農産物を消費者が求めているか、こうい

ったことに対する情報提供に対する期待が高くなっているところでございま
す。共同利用施設につきましては、多くの農協で施設が設置されているとこ

ろでございますが、中には、その施設の集約が進まず効率化が図られていな

いところもあるということでございます。農作業受委託につきましては、農
協が自ら受託する割合は２割程度でございまして、まだ低位な状況で推移し

ているところでございます。

１２ページでございます。農産物の販売でございます。農協の販売事業の
取扱高は、平成１２年度には４兆９５００億円でございまして、ピーク時の
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７割程度となっております。品目別にみますと、米の取扱高が大きく変動し

ておりまして、特に米価の低迷、消費の減退、こういった影響が大きいので

はないかと考えておりますが、一方では、担い手や大規模農家が農協を通さ
ない販売といった方式を選択する傾向にあることも、要因の一つであろうと

考えております。それで、今度は農協から見た場合に、農協がどの程度連合

会を利用しているか、これが右側の一番下の表でございます。農協の系統利
用率ということで見てみますと全品目において非常に高いという状況でござ

います。このことは、販売ルートの多様化によりまして農家組合員の生産し

た農産物を少しでも高く販売するといった取組が農協レベルではまだ、あま
り積極的に行われていないことを示すものと考えております。

１３ページでございます。系統の手数料でございまして、農協－経済連－

全農と３段階を経た場合で、販売事業全体で４．８％ということでございま
す。一方で、最近の消費者の関心事項ということで消費者の不安感という図

を載せております。現在、消費者の嗜好というものは量よりも質を追求する

ということになり多様化・高度化しておりまして、特にＢＳＥ問題や食品の
虚偽表示事件等を契機に、食品の安全・安心に対する関心が大きく高まって

おります。その中で、この図を御覧いただきますと、農畜産物の生産過程の

安全性ということに不安があるとするものが７割を超えるというような状況
でございまして、生産段階での安全性確保についても取組が必要であると考

えているところでございます。

１４ページでございますが、こういった状況を踏まえまして、農協が独自
に販売チャンネルの開拓なり、安全性の確立等に取り組む事例もみられてお

るわけでございまして、そういった農協におきましては農家組合員の所得の

向上等を実現しているという報告を受けております。例といたしましては、
ＪＡ甘楽富岡とＪＡふくおか八女を挙げております。

１５ページでございます。生産資材供給でございますが、生産資材購買事

業の取扱高は２兆６９００億円でございまして、ピーク時の８割程度の水準
まで落ち込んでおります。②のところでございますが、農家に対する農業資

材の供給シェアについて見ますと、一番下の農業機械では農協段階で５０％

程度で商系と半々でございます。農薬では７割程度、肥料では９割程度のシ
ェアを持っておるところでございます。③のところでございますが、農協は

組合員の形式的な平等といったものがまだ強うございまして、農家のニーズ

に応じた適切かつ迅速な対応というものが十分でないということで、担い手
・大規模農家の農協離れの一因ともなっているということが言われていると

ころでございます。このため、近年では、大口割引等を実施している農協も

調査しますと増えているわけでございますけれども、次のページにございま
すように農協自体のマージンもそれほど大きくないわけでございまして、割

引をするにも限度があるということ、また、割引の状況につきましては、大

規模農家層から申し出があった場合、割り引いてくれと申し出があった場合

に対応するというようなことで、透明なルールという点ではまだ不満がある
というような状況でございます。

１６ページでございます。卸売物価と生産資材等の価格の推移を見ており

ますが、平成１２年の数字を見ますと、６０年を１００とした場合、総合卸
売物価指数は２０％落ちております。一応、農産物価格につきましては１３

％下落しているところでございます。一方で、生産資材につきましては、９

９ということでほとんど落ちていない、コスト削減が進んでいないという状
況でございまして、こういったことが農家組合員の経営にも影響を与えてい

る状況でございます。⑤でございますが、系統各段階での手数料率は全農－

経済連－農協と３段階を経た場合で、生産資材全体で１４％となっておりま
す。そういったことで、下に参考として小売業者の手数料率（マージン率）
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を入れておりますが、これと比較してはそんなに高くはないという実態があ

るわけでございますが、一方で、やはり農家の御意見といたしましては商系

より価格が高いと言われております。従って、このことにつきましては、全
、 、 、農及び子会社を含めた系統全体でどのように原料を調達し 流通し 販売し

それぞれの段階でどれくらいコストがかかっているか、こういったものの検

証が必要であると考えております。
１７ページでございますが、経済事業における組織整備の方向としては、

全農との統合を行っているところが今３３都府県連ございます。また、１県

１農協、効率化経済連という形でこれまで取り組まれているところでござい
ますが、全農と経済連との合併につきましては、まず合併ありきで事業・組

織の効率化が後回しとされておりまして、農家組合員が合併メリットを実感

できないといった不満・御意見が上がってきているところでございます。⑦
でございますが、農協系統では 「生産資材コストの２０％削減」これを前、

回のＪＡ大会で打ち出しているところでございますが、このうちの物流効率

化につきまして、全農の構想では、全国の１ヶ所の事務集中センターを創設
するとともに、現在１万ヶ所に存在する配送拠点を平成２２年度までに３０

０ヶ所に集約をするという計画になっているところでございます。

１８ページでございますが、そういった系統全体の取組とは別に、農協の
独自の取組により生産資材コストの削減を実現している例もあるわけでござ

います。ＪＡあいち中央につきましては、この配送機能を一元化してコスト

の削減に努めておられるということでございますし、ＪＡいずもの例では、
ぶどうハウスを農業用資材ではなく建設資材を利用したり、商系の業者との

競争入札等を行わせるということにより、低コスト高収入の生産システムを

実現したというような報告があがっております。
１９ページでございますが、生活関連事業でございます。生活物資の供給

といいますのは、年々品目が拡大してどんどん取扱高も増加してきたところ

でございますが、近年におきましては、一般企業が農村部へ進出したこと、
また都市部へのアクセスが改善したことにより取扱高も減少し、多くの部門

で赤字となっておりまして、これが農協の経営に与える影響も大きいという

ところでございます。
２０ページでございます。農村地域は、都市部に比べて高齢化が進行して

おりますので、農協が高齢者福祉活動に積極的に取り組んでいる事例が多い

わけでございます。助けあい組織やホームヘルパーの養成も進んでおります
が、一方では健康な高齢者を対象にした農産物の生産等の取組といった事例

もあがってきているところでございます。

２１ページでございますが、信用事業に関する状況でございます。現在、
貯金の量は７４兆円ということで、我が国預貯金全体の約７．１％を占めて

おります。系統の信用事業につきましては、農協、信連、全国段階の農林中

金の３段階で行われているところでございます。

２２ページでございます。この農協系統の信用事業につきましては、ぺイ
オフ解禁後も安定した金融の運営を行えるように、農林中金・信連・農協の

総合力を結集して破綻することのない新たな農協金融システム 「ＪＡバン、

ク・システム」と申しておりますが、これが平成１３年の農協法、ＪＡバン
ク法及び農林中金法の改正により、確立されたところでございます。ＪＡバ

ンク・システムにおきましては、農林中金が、農協系統の総意の下に、問題

組合の早期発見・早期是正のための自主ルールを策定いたしまして、これに
基づき農協・信連の金融業務を指導することになっております。④のところ

に自主ルールの具体的内容がございますので、あとで御覧いただければと思

います。この結果、本年４月、ペイオフの部分解禁があったわけでございま
すが、自己資本比率４％未満の農協というものは全て解消されている状況で
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ございます。

２３ページでございますが、共済事業でございます。共済事業につきまし

ては、先ほど申しましたように平成１２年に４７の県共連と全共連が一斉統
合いたしまして、事実上、全共連の開発した共済商品を農協が販売するとい

う事業体制が確立したところでございます。全共連は、生命共済部門と損害

共済部門と両方持っておりまして、保険業界と比較してもトップクラスの規
模となっているわけでございます。しかし統合メリットを早期に発現するす

るためには、施設・人員の配置の見直し等が必要でございまして現在これに

取り組んでいるという状況でございます。
以上が現状でございまして、２４ページのところに「農協の営農・経済事

業改革に関する論点」というものを掲げさせております。これは「資料３」

、 。のほうを御覧いただきたいと思いますが カラー印刷した資料でございます
その「資料３」の２枚目のところにございますが、経済財政諮問会議で「制

」 、度・政策改革集中審議 というものが小泉総理大臣の指示の下行われまして

その中で農林水産大臣につきましては 「国民の期待に応える食料産業の活、
性化と農業の構造改革を推進する観点から、以下の制度・政策改革を論じて

いただきたい 」ということで、その１番目のところに「農産物・食品流通。

体制の見直し（特に、農協改革 」とあるわけでございます。こういったこ）
とで、７月１９日に総理のほうから指示を受けまして、それを踏まえて８月

３０日の経済財政諮問会議に武部農林水産大臣のほうから報告した内容とい

いますのが、この「資料３」の 表のほうの紙でございます 「食」と「農」。
の再生に向けた農協の構造改革が必要だということで、左側には情勢は大き

く変化している状況を書いておりますし、それを受けて、現状においては、

農協に対する色んな各方面からの不満や批判があるという例を紹介しており
ます。そういったことで、さきほど協同組織課長からもお話がございました

ように、有識者との検討の場を設置ということで、本日のこの「農協のあり

方についての研究会」というものを開催することを決定したわけでございま
す。その趣旨は、ここに書いてございますように、国民の声を改革に反映し

ていくということでございますが、その論点として総理に報告したものが４

つございます 「消費者ニーズへの的確な対応 「組織・事業の効率化・ス。 」、
リム化 「アグリビジネスとの公平な競争条件の確立 「補助金依存体質」、 」、

からの脱却」ということでございました。この４つの論点をこの２４ページ

のほうで掲げさせていただいております。それぞれにつきまして、これまで
、 、 、のいろいろな農協に対する御議論等踏まえまして 事務局のほうで さらに

細目の論点というものを一応掲げさせていただいております。当然ながら、

これ以外にも論点がございましたら、委員のほうからご自由に追加されて結
構だと思っておりますが、とりあえずこの説明をさせていただきます。

まず 「消費者ニーズへの的確な対応」ということでございますが、これ、

はさきほどの資料にもございましたように、農協の販売ルートというのが共

販という形で連合会向けということに固定化されている面が多いわけでござ
います。これを農家組合員の手取りの向上という観点から見て、見直し・多

角化することが必要ではないかというようなことを御議論いただければと思

っております。２番目といたしましては、当然ながら消費者の意見の反映と
いうことが求められるわけでございまして、やっぱり消費者が求めるものを

農協が作っていくということが必要ではないかということを、どうやってこ

の意見を反映させていくかということ。３番目では、消費者・国民の１番の
関心事項は、さきほどの資料にもございましたように 「安全・安心」をど、

のように図っていくかということで、こういった体制をどうやって作ってい

くかということでございます。ＪＡグループとして現在取り組んでおられる
こともございますけれども、これをいかに実効あるものにしていくかという
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ことではないかと思っております。

２番目が「事業・組織の効率化・スリム化」でございます。農協事業は年

々拡大してきたわけでございますが、現在においては、赤字部門も多いとい
うような現状があるわけでございまして、一般企業でも選択と集中、今、産

業の構造改革・経済構造改革が行われているところでございまして、これを

。 、 、農協ではどうするかという問題 ２番目は 事業の効率化の一環としまして
「農協事業の株式会社化」こういったものが図れないかということです。大

臣も経済財政諮問会議の場で申しましたように 「農協型の株式会社 「農、 」

協の事業を行う株式会社」こういったものができないかというような論点で
ございます。３番目でございますが、全農につきましては、経済連との統合

が進む中で、経済連が保有している子会社もそのまま全農の子会社という形

になっておりまして、現在約２５０社の子会社を保有しております。全農自
身といたしましても、これを将来的には半数程度に集約するということを申

しておられますけれども、こういった子会社の整理についてのあり方といっ

たことも論点となると考えております。農協系統の要員につきましては、現
在３０万人ということでございまして、この事業の見直しと併せた適正化の

問題があると考えております。生産資材のコストの削減につきましては、こ

れは農家組合員からも一番の要望事項、大きい声があるわけでございます。
これを必ずやっていかなければならないということで、農協系統ご自身も今

まで取り組んでこられているところでございますけれども、これをいかに実

効あるものにしていくかと、形の見えるものにしていくかということが大事
だと思っております 「営農指導のあり方」これにつきましては、営農指導。

に対する組合員の期待といいますか、そういったものがさきほどの合併組合

のアンケートでも多かったわけでございますけれども、一方では、農協の中
では不採算部門だというようなことで、このあり方については非常に議論が

あるところでございます。武部大臣からは、こういう営農指導については、

これからは専門特化していくということで、コンサルタント会社化のような
ものもあるのではないかというような御意見等もありまして、こういったこ

とも踏まえて御検討いただければと思っております。

３番目でございます 「アグリビジネスとの公平な競争条件の確立」でご。
ざいます。これについては、アグリビジネスという言葉、これは、我々とし

ては、農協と同様の事業であります営農サービスを行っている法人と考えて

おりまして、農協と農協以外のそういった同種の事業を行う法人、こういっ
たものの公平な競争条件の確立というものが今求められておるというふうに

考えております。営農サービス法人のそういう意味では位置付けをどうして

いくかと、農協との位置づけの差があるとすれば、それをどうしていくかと
いうことが一つの論点です。あとは独禁法の問題で、これは経済財政諮問会

議でも指摘がございまして、この適用関係の検証を求められているところで

ございます。また、上場企業なり大企業につきましては連結決算制度なりデ

ィスクロージャーが導入されております。農協においては、信用事業を行う
単協なり、信連なりにはこれは導入されておりますが、全農・経済連等につ

いては、制度的な義務付けは今のところなされていない。こういったことを

どう考えるかということがございます。
「 」 、 、４番目に 補助金依存体質からの脱却 でございますが 行政代行的業務

いわゆる国なり地方公共団体が行うべき役割を農協に代行させているのでは

ないかと、こういったことが農協の負担になっているのではないかと、こう
いう御意見があるわけでございます。また、補助金につきましても、この農

業者のための補助金または生産振興を図る目的で交付される補助金を、農業

者が組織する団体ということで農協を通じて交付する場合が多いわけでござ
いますが、こういったものについても、真に必要なもの等についての検証・
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見直しが必要ではないか、農協を経由しないでも交付できるとか、いろいろ

な方法を考えていかなければならないのではないかと、こういう論点があが

っておるわけでございます。
以上で 「農協系統の現状と課題」については、説明を終わらせていただ、

きます。

もう一つ 「資料５」で、農協改革に関係する各種会議での主な発言を集、
めております。これまでに農協改革に関して各種の会議で出ている発言でご

ざいます。後ほど御覧いただければというふうに思っております。

以上で資料の説明を終わらせて頂きます。
今 村 座 長 ：はいありがとうございました。委員の皆さんの議論の前提になる共通の認

識といいますか、土俵を設定するという必要があると考えましてやや詳しい

説明になりましたけれどもご了承頂きたいと思います。そこで武部農林水産
大臣が丁度お見えになりましたので、御挨拶を頂きたいと思います。どうぞ

宜しくお願いします。

武 部 大 臣 ：農林水産大臣でございます。ちょっと閣議があったり、記者会見がありま
して遅くなりましたことをお詫び致したいと思います。本日はそれぞれご多

忙な皆様にお集まりを頂きましてまず心から感謝申し上げたいと思います。

私が大臣に就任いたしましてから１年５ヶ月になるわけでありますけれど
も、この間BSEの問題、また食品の偽装表示の問題など様々な問題が明らか

になりました。私どもBSE問題に関する調査検討委員会から、これは１９９

６年の肉骨粉の取扱いについての御指摘でありますが 「農林水産省の大失、
政」というような厳しい言葉で指弾されたわけでございます。私はこのこと

に対して一切弁明をするのではなく、これを謙虚に受け止めようとこのよう

に心に決めまして、それを国民の皆様の信頼に足る農林水産行政を進めてい
くためにはどうすべきかいうことで検討を進めてまいりまして、やはり一番

大事なことは納税者主義ということを決して忘れてはならないと、それから

もう一つは消費者にしっかり軸足を移すと。こういう農林水産行政に転換す
ることがこれはひいては生産者のためでもあると、このように考えまして消

費者に軸足をおいて農林水産行政を進めますという副題を掲げて「 食」と「

「農」の再生プラン」を公表致しまして国民の皆様方にもいろいろ御意見を
頂いて、これを設計図にして、しかもお題目だけではだめだということで工

程表を作りまして１４年度から１６年度にむけてですね、具体的に何をどう

いう風に進めていくかというような工程表も明らかにさせていただいたわけ
でございます。

厳しい第三者委員会の御指摘は、私ども本当に真剣に農林水産省が改革を

断行しなければ解体が迫られると、こういうふうに私は農林水産省の現在の
立場というものを認識している所存でございます。

農協系統組織というのは私ども農林水産省にとりましてはパートナーの１

人と、このように従来からも考えて参りました。消費者に軸足をおいて農林

水産行政を進めるということを掲げましたので消費者も農林水産省・行政の
パートナーの１人と考えていかなければならないと思っているわけでござい

ます。

そういう意味で農協系統組織についても納税者主義、消費者主義というよ
うな考え方に立っていただきたい。今までどちらかというと私ども農林水産

省と系統組織の皆さん方といろいろな懸案について議論し、そこでまとまっ

た案を共に目指して努力してきたのでございますが、やはり今申し上げまし
たような考え方から致しますと消費者の皆さんあるいは経済界の皆さん、各

方面の方々からいろいろ御議論を頂いた上で、農協改革というものをスピー

ドアップさせていかなければならないとこのように考えているわけでござい
ます。総理からも農業の構造改革を推進する観点から農協改革の促進につい
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てご指示を受けています。

私はいつも一生懸命やっている農協はすごい改革をしているということを

いろんな席で申しあげてるんですけど、こうしたことはマスコミ報道には全
然表れません。農協改革、改革無ければ解体が迫られるということだけが表

に出、農協系統のみなさん方からは、私が農協をバラバラに解体しようとし

ているのかというようなご批判を浴びる状況になっているわけですけれど
も、そのようなことを考えている訳じゃありません。私は今までの制度、仕

組み、やってきたことを一度全部ですね換骨奪胎といいますか、それぐらい

の気持ちで検討していくということが必要なんじゃないかと思います。そし
、 、ていいところはいいとしてこれを認め だめな所はだめとして改めていくと

そういう考えでございます。

本研究会におきましては、食の安全・安心に対する関心が高まっている中
で農協が消費者ニーズをいかに把握し、これに的確に対応していくか。全農

と経済連の統合が進む中で、農業者からの要望の強い生産資材コストの引き

下げが不十分であり、系統全体としても組織・事業の効率化・スリム化をい
かに図っていくかということで検討しているようでありますが、こういった

問題。あるいは、農協と同様な営農サービスを行ってる事業者、最近法人も

増えております、こういった皆さん方との公平な競争条件をいかに確保して
いくか。

当然独禁法の問題についても、御議論頂くのが当然だと思います。私がこ

ういっただけで大臣は独禁法の除外規定の見直しをこの研究会で言ったと新
聞に書かれますが、そういうことじゃありません。とにかくまずよく検討し

て頂くと、タブーを設けないということが大事だと思っております。

それからもう一つ行政が反省しなければならないのは、農協系統組織に本
来行政がやらなきゃならないことを押しつけているという傾向がございま

す。そういった行政代行的業務や、農協系統を経由する補助金等について真

に必要なもの以外は別の方法で、本来あるべき姿で対応することが必要では
ないかと、こういったことなどについて重点的に御議論を頂ければありがた

いと思っています。

委員の皆様方におかれましては、それぞれお忙しい皆様方ばかりで恐縮で
ございますが、私ども事務当局にいつも申し上げていることはですね、この

際既成概念にとらわれないこと、慣例や先例とか既成概念を捨ててニュート

ラルな考え方で、みな役所の方も事務当局も検討して欲しい、こう申し上げ
ているんですけれども、あえて委員の皆さんにこのようなことを申し上げる

のは僭越でありますけれども、そういうようなことで忌憚のない御意見を賜

りますことをお願い申し上げまして御挨拶に代えたいと思います。どうぞ宜
しくお願い致します。

今 村 座 長 ：ありがとうございました。それでは早速意見交換に入りたいと思います。

先ほど事務局から説明のありましたことについて御質問を含めて皆さんか

ら御意見を頂きたいと思います。時間の関係もございますのでですね、先ほ
ど説明しました資料４の一番最後の２４ページにあります「農協の営農・経

済事業改革に関する論点」が４つほど整理してあります。大きく４つの論点

に整理していますが、これから、今日初回でございますが、議論を始めます
が、一つずつ分けてやった方が合理的かと思いますので、これから８０分ぐ

らい時間があるんですが、４つで割りますと一項目について２０分、委員が

１５人おいでですから、１分ちょっとということになって、これは困ったな
と思っているんですが、先々議論深めて頂ければ結構ですので、できるだけ

今日の所は総論ですから簡潔に御意見を述べて頂く、あるいはこれから必要

とされる資料を資料要求も含めてご発言いただいて結構です。どなたからで
もどうぞ宜しくお願いします。
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始めに第１の「消費者ニーズへの的確な対応」というあたりからやってい

きたいと思います。宜しくどうぞ。

、 、小 林 委 員 ：私も申し上げたいことがたくさんありますが できるだけ要約して言うと
、 、まず資料の確認をお願い申し上げたいんですけれども １２ページにですね

表がございますね。３番目でございますか 「農産物の販売における農協の、

系統利用率の推移 、この説明の中でですね、単位農協レベルでは販売をし」
てないじゃないかみたいな御説明がありました。表だとそのとおりでござい

ます。全く変化しておらない。１２年度において、米から肉と果実までずっ

と見るとですね８０、９０という数字だと、これを説明の中で多分落とされ
たんだと思うんですけど、実はひとつ代金決済の問題があるんですよ。組合

員から受託販売でございますが、納めたけれど金がとれないという事実を我

々経験しておりますから、従ってそれはやはり系統の上部団体の力のある所
を通して売っていくという思想が実はございまして、売るということは金を

取って売ったということでして、私は４５年間農協におりますけれども、何

回か実はそういう体験をしております。従って今この表を見まして、そのよ
うに感じまして事務局の方でもそういう部分をただ単に表のパーセンテージ

だけでなくってですね、販売の物がどうしてこう動くんだろうという中にで

すね、大規模農家が離れてるというような簡単なことですけど、私はそうと
は思ってない。農協系統が全国連でつながるというのは代金決済っていうの

が非常に大きなウエイトがある。それだけ資料の中で欲をかいてはいけませ

んから、たくさんありますけれどひとつだけ申し添えたいと思います。私が
そう解釈しているということでございますんで。

今 村 座 長 ：はい。ありがとうございました。なにかありますか。

：ただいまの御指摘につきましては、代金決済の問題があるということは我経営 ・ 組 織 対 策 室 長
々も承知しております。この実態については、次回に資料等でお示ししたい

と思います。

松 崎 委 員 ：大変広範にわたって克明な説明を頂きありがとうございました。我々ビジ
ネスやってる立場からしますとですね、見てきまして本当に全体像がわから

ないんですね。これだとどこから手をつけてどうやるかと非常に難しい問題

だと感じます。ですから幸い農業全体というと難しいんですが、農協の問題
ですから、法人ですから、全体のバランスシートと、損益計算書と資金運用

表それと例えば事業別とか費用の項目別とかそういうものをもって、それが

過去５年ぐらいあってそれからどうしようかということであれば具体的な問
題が頭に入るんですが、個々に出てくるとなかなか難しいということで。例

えばこれ見ますと売上５兆円ぐらいあって、それから資材の方が約３兆１０

億と８兆円でもって３０万人以上の規模の会社ですから、大変なことだと。
まずそれがないと議論が始まらないんじゃないかと私は印象を持ちました。

それから先ほどの御説明の中で、３４万８千人いたのが５年間で５万人減

らすということでスタートをしたということで、ただ、まだ３１万２千です

から約１万４千足りないんですよね。３０％近く不足だと、企業だとなんで
こうなってるんだと、そこが問題なんですけどね。それはやっぱりあまり問

題にされてないと、ここまで減りましたと、目標を作ったおかげでしたとい

うようなことで企業と大分差があるなとこういう感じがしましたので、次回
是非そういうデータを出して頂いて、我々が全体的な判断できるような形に

して頂ければありがたいと思います。

今 村 座 長 ：はい。よろしゅうございますか。どなたかどうぞ。
松 下 委 員 ：ただいま大臣見えているのでちょっと伺いたいと思いますが、この２番目

の組織・事業効率化の中のいわゆる農協事業の株式会社化、農協型株式会社

と大臣はどのようなことでこういうこと、どういう形を想定されているかと
いうことをちょっと伺いたいと思います。
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武 部 大 臣 ：農協型株式会社というのは、私の思いつきの域を脱しないんですが、こん

なこというと経済界の人はギョッとするかもしれませんが、私は農業と工業

とはちょっと違うと思うんですね。農業というのは公益性、公共性がありま
す、それから農村地域と一体なんですね。そういうことを考えたら農協の事

、 、 、 、 、業には 経済事業 金融事業 共済事業 福祉事業などとありますけれども

私は場合によっては補助金もらえる会社というのがあっていいんだろうと思
うんです。だからといって第三セクターというのは非常に効率悪くてうまく

いってませんね。公設民営化ということもありますね。施設は補助金をもら

って作って、しかし経営の方は完全な民間会社に任せるとかですね。これも
一種の補助金をもらえる民間会社のひとつかもしれません。

それから農協の経済事業、私の感じているところを率直にいいますと、市

場は刻一刻と動いているのにですね、とにかく理事会だ、総会だとか全体の
意思決定に時間がかかるんです。そして農家には、兼業農家もいれば専業農

家もいろいろあるわけですね。その中で、それぞれのニーズに機敏に適応で

きないという問題あるんじゃないでしょうか。ということは思い切って分社
化したらいいんじゃないのかと思うんですね。それからＡコープなんかもで

すね私の北海道あたりはほとんど分社化してますよ。もう民間だってどこか

のコンビニエンスストアに全部預けてしまっている所もありますけど。とこ
ろがこれを直営でやっているとなかなかうまくいかないことが色々あると思

うんです。ですから私は、これは生産者の皆さんにいった言葉なんです。株

式会社というのは、農協型株式会社というのがあるでしょと。
経済財政諮問会議でもそういう発言してますし、ＮＰＯってこともできる

でしょといったらだいぶ怒られました。それは農協型ＮＰＯと考えればいい

じゃないですか。農協そのものがＮＰＯじゃありませんかと。ＷＴＯ交渉と
かにでかけるのはＮＧＯとかＮＰＯの範囲で行ってるわけですから。ある意

味では農協というのはもともとＮＰＯだったのじゃないかと、それは原点に

福祉事業とかそういったことはですね、地域振興に関わる問題はそういうふ
うに４つの事業をひとまとめにしてですねやるんじゃなくて、ひとまとめに

連結することによってお互いに助け合っているところもありましょうけど、

やはり経済事業は経済事業としてやっていった方がそりゃ生産者や組合員の
ためじゃないですかと。

そういうようなことでちょっと松下さんの質問に対して的確に答えていな

いかも知れませんが、私政治家ですから経済人じゃありませんので、イメー
ジとしてねそういうことを考えています。そういうことができるのかと思わ

れるでしょうが、そりゃ国会で法律つくればいくらでもできますよ。いろん

なこと考えられるじゃないですか。私は公設民営化なんかは一つの方法だと
思います。農業用の施設などを個人で扱うわけにはなかなかいかないでしょ

う。国からも食の安全だとか色々なことで農協に要求もします。それに対し

ては財政支出を使ってやってもいいと思うんです。その事業主体が地方自治

体であっても農協であっても良いのでは、と。だけども経営は民間会社が、
それは農協さんでつくったらいいじゃないですか。あるいは農協で自信がな

かったらどこかの会社に全部任せたらどうですかと。自信がないとは失礼だ

と怒られるんですがね。そういうようなイメージでございます。
和 田 委 員：消費者ニーズへの的確な対応というポイントがこういうところの論点の一

番最初にでてきて、ほんとに時代が変わったなと思いながら眺めておりまし

た。農協の営農指導が非常に大きなポイントとなると期待しております。そ
れで、私たち普段直接農協と関わりがあるわけではありませんけれども、や

はり消費者にとっての商品を買いますときに必ず農協というのは関係があっ

て、私たちの手元にいろんな農産物が届くことが多いわけですから、非常に
関連のある立場にあると考えております。農協が一体全体何やってるんだと
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いうような感じがするのは、さっきもちょっとお話にでましたけどＢＳＥの

ことがでましたが、ＢＳＥの発生のルートはまだ解明されてはおりませんけ

れども、一頭一頭でましたときに必ず農協からエサは買ってたんでとか、代
用乳の問題もそうですし、そういう話がでるんですね。それでやはり農協と

いうのがそれだけ非常に責任のある立場にあるということを十分に考えて頂

きたいなと思います。
もう一言言わせて頂ければ、消費者がもう自己責任というものを非常に問

われています時に生産者の方が必ず農協で買ったんだということで、これは

ＢＳＥに係る問題だけではなくて例えば生産農家に伺って肥料のことなり農
薬のことなり伺いますと 「いつも農協から買っていつもずーっと同じ物を、

買ってるんです」ということで、そこの表示なんてのはあまり見てらっしゃ

らない。現物の表示あるいは大量の場合には伝票だけになる時もあると思う
んですけれども、質問したときにあまり的確にお返事が返ってこない時が多

いんですね。やはりある意味でいったら生産者の方も自己責任を問われる時

代になってくるのではないかなということを感じております。
２番目に偽装表示の問題で、いろいろな企業の偽装表示がでてきました時

に 「やっぱり産直じゃなければだめなのかな」と言ってたら、産直もやは、

り信用できなかった、ということでそこの責任というものを十分に考えて対
応して頂きたい。最近に至っては無登録の農薬が農協を経由して生産者にわ

たっていたと、これは法律の整備も必要だとは思いますけれど 「どうして、

そんなことを農協がやるの」っていうのが正直なところ消費者の受け止め方
で、ここにあります「消費者ニーズへの的確な対応」のもう一つ手前の段階

として姿勢を正して頂きたいところが何点かあるということ、大変勝手な言

い分ですけど申し上げさせて頂きます。
今 村 座 長 ：はい、ありがとうございました。そのほかどなたか。はい梅津さん

梅 津 委 員 ：山梨でイズミ農園という会社やってる梅津ですが、私が農業始めて２２年

たつんですがその間状況がものすごく変化して、実はよくこういうところに
出されてなんか言えっていうんですが、例えば今度の農協問題、農協の仕組

みなんていうのは世界に冠たる仕組みだと思ってるんですね。じゃなんでこ

んなにいまみんなに批判されてるかっていうのは、時代に合ってない。例え
ば資料４の一番最後の先ほど詳しくやったところですね、これみて農協なに

しなければいけないかというのはこれで議論終わりですよ。そのときにです

ね、こういう議論の時に、まず例えば食の安全といったときに、体の健康に
対する安全と量の安全ということをきちっと分けて議論することをやらない

といつもグチョグチョになっちゃうんですね。

それともう一つは例えば補助金がどうだとかいろいろあるけれども、全体
の流れの中でですね、農協が本当にですね、今のニーズに合わせられるよう

になってくるかということ。つまり食が足らないときの食管から始まった流

れで全部やってきているわけですよ。だから農薬をかけるとか、化学肥料が

どうだとかという以前にもっと作りなさいというところからきてる時に、急
に物があまってきてるんだから、ニーズに合わして作りなさいってコロっと

変わったわけですよ。僕はやっぱり、これをきちんともっともっと農協が勉

強して知るべきだと思うんですよ。物を売るということを。つまり「思想と
しての農協」ということと 「経済事業としての農協」をはっきり分けて議、

論してないんですよ。だから例えば、小林委員はうちの県の中央会の会長で

してね、要するに中央会としての思想としての農協運動と、事業としての農
協運動をですね、やっぱり座長にいっつも僕お願いするんですがこういうと

こで、やっぱり論点を分けないといっつもゴチョゴチョになっちゃうんです

ね。
それから例えば物を安くしたって何にしたって一杯出てますよデータが。
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おかしいですよ、農協が１７％しか平均はねてなくて、商系が２０何％はね

て、農協から買う方が高いんですから。おまえら仕入が悪いからって単純で

すよねこれ。物がまとまってなぜ高くなる。だから僕買わないわけです。単
純なんです。だからそんなことは誰が見ても一目瞭然で、それよりもそれを

はっきり分けて、是非先生今回ですね、先生じゃない座長、議論して頂けれ

ば非常におもしろいんじゃないかと思ってます。
今 村 座 長 ：ありがとうございました。

小 林 委 員 ：私、ずっと資料を見てですね、残念なことが一つあるんですよ。

これは、私だけの考えか、あるいは農協の全国の組合長さんや職員にこれ
を出すとですね、一つだけ重大なことが落ちている。

それは、心の領域の問題なんです。

この間、厚生連で調べさせましたけど、秋田県だとかですね、長野県ある
いは、新潟県へ行くと厚生連の主催する病院が十いくつもあるんですよ。あ

の雪国に。なぜああいうところで病院を作らなければならなかったかと、こ

れは利益を得るために作ったんじゃないんですよ。行政か農協がやらなけれ
、 。 、ばあの地方の人たちは まさに病気になっても診てもらうところがない 今

福祉厚生なんとかでだんだん入ってきていますけども、当時赤十字病院でも

５万人以上でなければ病院建てなかったんですよ。その時代に農協がですね
団結してお互いに助け合おうといって作ったのが、今、新潟や長野や北海道

にいっぱい病院があるじゃないですか、採算とれていないんですよ、全然採

算とれていない。そういう心の領域の部分がですね、やっぱり何かに反映さ
れてもらわないと、私ども農協運動としてずっとやってきた人間はですね、

まさにイズミ農園社長のおっしゃるとおり、農協論的に言いますとですね、

私はこれは点の上げようがない、本当にそう思っています。
もうちょっとですね、農業協同組合運動がなぜ起きてきたか、農地法の改

正をなぜやったか、農地法の改正をやったために日本の民主主義が確立した

とか、その時に働いた農協の位置付けなり、戦後の食糧（難の時代）の、日
本国中の１億の国民がですね、餓えずにすんだその時の農業団体がですね、

経過等を踏まえながら、やっぱりひょっと変わられると、誠に困るわけで。

「遅い 「遅い 」と。よそが早いわけですよ。私どもがモモを作ったっ。」、 。
て８年かかるわけです。

今 村 座 長 ：すいません。時間がありませんので・・・。

小 林 委 員 ：はい。８年経たなければ実がならないんですよ。農業ていうのは、所詮そ
ういうものなんですよ。以上でございます。よろしくお願いいたします。

品 川 委 員 ：２４ページに４つの論点として整理してお出しになっておりますけども、

私ども生活協同組合という場で仕事をさせていただいておりまして、組織の
原理という点で農協と同じ原理で運営しているんですが、決定的に大きな違

いというのは生協の場合にはあらゆる面で競争条件にさらされた中で事業を

やっているということ、その点が農協との大きな違いとしてあるように思っ

ております。
そんな点で、４つの論点をこういうふうに出されておりますけども、例え

、 、 、ば消費者ニーズへの的確な対応ですとか 組織・事業の効率化 スリム化と

全く並列に並んで、公平な競争条件の確立という論点が立てられるわけです
が、利益が確保された中で消費者ニーズへどう対応するかの競争であり、あ

るいは事業の効率化・スリム化を、競争の中での検討というのが、必要なの

ではないかと思います。羅列的にということでなしにですね、少しそういう
構造での検討にしていっていただく必要がありはしないかということです。

それから３番目に、アグリビジネスとの公平な競争条件の確立というふう

に書かれていてアグリビジネスというのは、営農サービス法人だという御説
明がありましたけども、アグリビジネスという関係だけに狭くとらえないで
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もう少し広く考える、また、独禁法という問題だけでなく広く考える必要が

あると思います。独禁法というのは、私ども生協の場合にも法律上は適用除

外ということになっているわけですけれども、ウエイトは極めて小さい問題
なんです。そんな意味で論点の編成なり整理の仕方をもう少しお考えいただ

けないかな、というふうに思っております。

小 島 委 員 ：私は、全中から頼まれまして経済事業の刷新についての委員会の主査をや
っておりますんでその面もございますが、今日の論点に関連いたしまして、

さきほど品川さんからも話がありました２４ページの論点でございますけど

も、４つに分けられたこの意味というのはちょっと違うんじゃないかなとい
う感じがします、重さが違います。

重要な問題というのは、消費者ニーズへの的確な対応、これは重要だと思

います。特に安全・安心の問題からいうと、これは非常に重要な問題。
それから、組織・事業の効率化・スリム化とございますけれども、原初的

な問題ではなくて先ほど梅津さんからも話があったように、経営の確立をど

ういうふうにするかということが大問題でございまして、経済事業としての
ＪＡなり、あるいは全農の経営をどういうふうに確立するかということが、

重要な問題ということです。

３番目の問題は、こういう事業と行政との関連というものをどういうふう
に考えるかということが重要な問題でございまして、これはコメの問題でコ

メの管理がこういうふうに変わってきたときに、経済事業というのはどうい

うふうに変わってきたんだというような問題、あるいは行政の問題とは、さ
きほど大臣が言われたような食肉の問題についての関連の行政の対応の問題

、 、 。だとか あるいは農薬の登録の問題だとか いろいろあろうかと思いますが

この３つに分けて考えた方が、より実質的な議論になるんじゃないかと、
まあ、内容については申し上げませんけども、以上です。

今 村 座 長 ：ありがとうございました。もう少し、検討させていただきます。

どうぞ、舘本さん。
舘 本 委 員 ：デリカフーズの舘本と申します。

今回こういった会に呼んでいただいたのはですね、かなり大臣がやはり日

本の農業を基本的に変えなきゃいけないなと、いうことを考えてみえるんじ
ゃないかなと。それはやはり放っておけばですね、やはり完膚無きまでも叩

かれるだろうと思うんですね。ですからやはりここは農協とか今までいろい

ろとやってきたことはあると思いますけども、やはり日本の農業ということ
をきっちりどうしていくのかということをやはり考えないといけないと思う

んですね。

まず、第１点は、ものすごく農業に追い風が吹いている、どこからかとい
うと医学界から吹いている。遺伝子情報が判れば判るほど食べ物というもの

がものすごく大事になってきます。これはもう、アメリカがヘルシーピープ

ル２０００計画、デザイナーフーズ計画でですね、２０００年から寝たきり

老人が減るような形になってきていますね、食べ物というのはものすごく大
事です。それから、２０１０年くらいからは食料ということがものすごく大

事になってきます。ですから、日本の土地をですね、何とか変えなきゃいけ

ないですね。ですから日本の農業を考える中で、農協をどうしていったらい
、 。いのか 本当に農協というのはものすごく役目があってやってきたんですよ

でも５０年も経つとどんな会社もくたびれちゃうんですよ、良いこともあり

ますけども悪いこともあるんです。悪いところは変えればいいですね。だか
ら大臣が言われたとように、一度ザッと無くしてしまう、白紙にして 「俺、

たちはこうやってきた」ではなくて。

本当に食料が２０１０年から２０１５年にかけて大事になってくるんで
す。その前に、健康なんですよ、３０兆円医療費に使っているんですよ、３
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０兆円。農業には３０兆円という市場があるんですよ。ものすごく大きな市

。 、 。 、 、場があるんです 食べ物は 薬になるんです 今 寝たきり老人というのが

ものすごく問題になっているんですね。平均寿命が、今８１歳でしょ、７４
歳が健康年齢です。６歳の差、ここにものすごいカネが使われるんです。国

家が滅びちゃうんですよ。であれば、農協とかいろんな立場がありますけど

もね、食べ物を本当にどうするんだと、日本人の健康を考えたらどうするん
だと、僕はここに「食と農」とありますけどもね、僕は「医」も入ると思い

ます。医学界からものすごく変わります。健康＝遺伝因子＋環境因子なんで

すよ。で、環境因子ってなんだということですが、運動と食なんですよ。食
ってなんだと、それでやはり入っていけば、自分たちの立場というのは、あ

る意味では無くても、もう一度構築し直せるんですよ。３０兆円の市場があ

るわけですから。まあ、今日はこんなところで。
今 村 座 長 ：野村委員、先ほど品川委員や小島委員から論点を立て直せと言われたんで

すが。全体を含めて結構ですから。

野 村 委 員 ：既に、お話が出ているんですけども、経済情勢、農業情勢はもちろんのこ
と、経済情勢はものすごく大きく変わっているわけですね、従いましてそれ

に応じて農協も変わらなければいけないんですけども、それがなかなか変わ

れないと、こういう現状だと思います。舘本委員からお話があったようにで
すね、農業がおろそかにされるということは、これからの日本にとって極め

て不幸なことであるというふうに私も思います。

それで、この論点の件なんですけれども、私は大きく変わる経済・社会情
勢ですか、それから農業情勢、これに対応して、あるいは将来をにらんで、

農協はどうあるべきかというところをですね押さえておかないとですね、仮

にこの４点でやったとしてもですね、議論は常に平行線のままで終わってし
まうのではないかという気がいたします。従って、この研究会の名前のとお

りですね、農協のあり方をどうするんだと、いうところを少し念頭におきま

してですね、全体を把握していかれたらどうなのかなというふうに考えてお
ります。

有 塚 委 員 ：有塚でございますが、私も論点整理の件について、一言と思っております

けれども。
皆さんご存じのように、８年前ＷＴＯを受入し国の立法府で決議したこと

が葬られました。それからですね、食の問題、日本の農業をこれから一体ど

うしたらいいんだと、そういったことでですね、政治も学問も、農業も財界
も消費者代表も含めてずっと審議をして参りました。そして、やっぱり世界

に通じる農業はですね平成１０年１２月８日、私は昔の人間でありますから

開戦記念日を知っているんですが、１２月８日にですね農業改革大綱という
ものが出ました。その農業改革大綱というのはですね、２つからなっており

ます。

ひとつは、市場原理の導入、規制の緩和であります。

言ってみると日本の農業は丸裸になった、これが世界に通じる意見なんで
す。こんなことでは日本の農業は吹っ飛んでしまうということで、同じよう

、 、な各界各層のメンバーで 消費者代表も政治も学問も全部含めましてですね

農業者ももちろん入りましたし、その中で決められたことがですね、いわゆ
る新しい農業基本法であります。この新しい農業基本法の中にはですね、い

わゆる農業者の役割、それから私ども組織の役割、それから政治の役割、き

ちっとですねお互いに決めたんです。農業だけの法律では、農民だけの法律
では国民の支持が得られない、消費者の共感が得られないということで、新

しい法律はですね、いわゆる基本法は国民法に位置付けたんです。国民が、

国家が存亡していくためには、こういう農業の理解と中身の先見ならんとい
うことであります。それに基づいて、私どもの組織は平成１２年であります
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けども第２２回のＪＡ全国大会を開きました。そして、そこでですね、農と

共生の話をお互い理解し合った訳なんです。そして、全国各界各層に向けて

私ども農協の組織はこうあるべきだということを声明し、それに基づいてそ
ういったことを判断した訳なんです。 そこでいろんな食料問題の偽装問題

ですとか、様々な問題が、いわゆるレールに乗ろうと思っている時に出てき

ました。そこであらためて農協のあり方について平成１２年からやってきて
いる訳なんですけれども、手厳しくいろんな意見が出ております。謙虚に私

は、それは、聞かしていただきたいと思っておりますし、それから私どもが

ですね国民合意の中でやろうとしていることも、こういう場で御理解をいた
だきたいもんだなと、そう思っている次第であります。以上です。

牛 尾 委 員 ：私は、現場で生産者の皆さんと商品開発をしている立場からお話をさせて

いただきたいんですが、私の実際の経験なんですが、今、東北郵政局でゆう
パックをやっているんですが、ある地域の郵政局と相対取引で東北からお米

、 。をその地域に その地域から特産品を東北に送るという企画を出したんです

郵政局さんは納得して下さったんですね、ところが農協さんから「ＮＯ」と
いう。東北ではなくて、その地域の農協さんから「ＮＯ」という話が、お米

を売られては困ると言われたことが実際にあったんですね。

で、確かに、お米というのは大事ですし、各地域で作る商品というのはあ
ると思うんですがね。やはり各地域が個性と多様性を持った商品開発という

ものを、それをしかも例えばゆうパックだといろんなネットワークがありま

すから、それを使って流通させるような柔軟な仕組み作りに対するもうちょ
っと柔軟な姿勢があるような、農協さんになってもらえば販売ルートの見直

し、多角化という話がありましたけどもね、せっかく企画を持っていっても

そういう形でつぶされちゃいますと、結局は生産者の方が一番迷惑がかかる
んですね。ですから、私のような現場でやっている人間の見方もあるなとい

うことを取り入れていただければいいなと思います。

岸 委 員 ：基本的に先ほどの小島さんの御発言にあったような考え方で進めたらいい
んじゃないかと思っておりますけども、ちょっと気になりましたのは、梅津

さんの言われたことと、小林副会長の言われたことがあたかも対立している

ように受け取られはしないかとちょっと感じました。
つまりですね 梅津さんは 思想 という言葉を使われましたけども 運、 「 」 、「

動論」と言ってもいいと思うんですね。あるいは「理念」と言ってもいいん

ですが、ここでやるべきことは、協同組合の理念というものをしっかり踏ま
えた上で、しかし、経済事業の効率化できるところは、徹底的に効率化して

いかなきゃいけないという考え方に立たなきゃいけない。梅津さんはそう言

っておられるし、小林副会長もそこはそんなに違わないんじゃないかと思い
ますね。ですよね。

我々が今やるべきことは、とりあえず理念はもちろん踏まえるんですが、

特に２番目に挙がっている経済事業を中心にですね考えていくということだ

ろうと思うんですよ。実は、そんなことは、気の利いた農協はみんな既にや
っているんですね、やっていると思うんですよ、僕は。それから、生協など

はですね、最初から理念と事業の相剋に悩んで、なんとか統一しようと思っ

てやってこられたと思うんですよね。農協の場合、若干まだその点が分裂し
ていると思うんですが、そういう意味で、小島さんが言われたような論点の

整理でいいと思います。経済事業だから徹底的に効率化していく、そのこと

が組合員にとってはもちろんありがたいことであり、消費者にとってもそれ
はいいという結論を出さなきゃいけないと思うんですね。ただですね、３番

目の論点はですね大臣が公約にされておりますからこれ抜きにというわけに

はいかないでしょう。
そこで、一つ問題があると思っているのはですね、この問題は、どうも伝
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聞といいますか、どっかでこんなこと言っているけど、という話が非常に多

いんですね。そうではなく、なるべく具体論でやりたいと思うんですね。例

えば商社が何かやろうとしたときにこういう不都合が具体的にあったんだ
。 、 、と 先ほど１３件の例が挙がっていますね ４８年間で１３件ということは

４年にいっぺんくらいですね、実際に独禁法違反になるというケースは。こ

れはもちろん論外ですけどもね、そうでなくて、もっと表面に出てこないよ
うなケースがいろいろあるのかどうか、なるべくそれをですね、誰かがあん

なことを言っていたというのではなくて、具体論としてできればここの委員

の方々に出していただきたいというふうに思うんですね。それをひとつ事務
局にお願いをしたい、と思うんです。以上です。

今 村 座 長 ：ありがとうございました。

では、鈴木委員どうぞ。
鈴 木 委 員 ：鈴木でございます。

いろいろ御意見等ありますが、やはり今の日本で自給自足できる生産確保

ということが、やはり一番最終的には消費者の皆さんの幸せにつながること
であろうと思っております。私ども流通の段階におりましても、やはり国産

品を愛用したい、質が良い、新しい、そういう安心の中でのものを消費者の

方は求めていると思います。そういった中で、そういった生産を確保するの
は、今までの農協さんの形ではいけなかったのかどうかというと、それはか

なり役に立っていた流れであったと思います。

ただ先ほど大臣のおっしゃったように時代が変わってきた中で少し中身を
変えなきゃいけないんじゃないか、ということにつきましては、それはある

と思います。いわゆる消費者の求めているものが新しいものへのこだわりで

あったり、特殊なものであったときに、それに農協さんがどう対応して消費
者のニーズに応えるのかとか、あるいは食生活のスタイルが変わってきたと

きにこれは生産の手法だと思いますけども、どういった品目なりどういった

サイズのものが皆さん喜ぶことになるのか、対応の変化というものが必要だ
、 、 、と思いますが やはり私は 先ほど思想と経済とおっしゃっていましたけど

やはり農民団体というのは一つの共通した思想がですね、農村における一つ

の経済活動の基盤にあると思いますので分けることは最終的な技術の問題だ
と思います。やはりそれは両方相まって大事なことだと思います。

そういった意味で私は農業協同組合の活動というものは、日本にとって大

事だと思います。やはり先ほどいろいろ御意見ありますように、どこをどう
変えたらいいんだろうか、ということにつきましてはですね、皆さん一緒に

考えて、いずれにしても国内生産量をある程度確保できるということは最終

的には国民の皆さんに報いることになりますので、それをベースにしていか
に農協さんの活動を近代化していただくか、というふうに考えたいと思って

おります。以上です。

今 村 座 長 ：ありがとうございました。

橋本さんいかがでしょうか。
橋 本 委 員 ：論点の前に、実務でずっとやっているものですからいつも思うんですが、

こういうところで出てきて話をしても、あまり実効がないというか、そうい

うことをいつも思っていまして、やっぱり実践した方がいいと。実践したこ
、 、 、とが 事例になって 私どもで言うベストプラクティスというわけですけど

それを仕組みとして拡げていくという方が実効性があるというふうにいつも

思っている。今回たまたま、私どもの人間がチェーンストア協会の会長をや
っていますので、そういうことでお選びいただいたと思うんですけども、自

分は長くそういう仕事に携わっていたということがある訳ですけども、やは

り６ヶ月間という中で結論を出さなければいけないということで、農協の経
営問題を揉むんだろうなというふうに思っていたわけです。
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これは、消費者ニーズの問題というのは、ここのところで本当に農林省さ

んが一番変わった点だなということで私のもう一つの委員会の分科会に出さ

していただいているんですけども、変わってきている。これはやっぱり農協
の経営を考えたときには、消費者ニーズというのは何か、というのは非常に

難しい問題ですけども、議論なしには存続できない、継続的にですね、存続

できないというふうに思いますし、安全・安心というのは前提条件だと思い
ますし、競争条件のことも入るしということで、私自体は農協自体の経営問

題というような観点から見ていって、それ以外のことは、もう農業問題につ

いて沢山のことがあるわけですし、先ほども委員の皆さんがおっしゃったこ
とだと思うんですけども、そういうふうに思っています。

その中の一つでですね、１６ページのところにあることでですね、まあ経

営問題というふうに言ったときには、少し中身のことを見ていかなきゃいけ
ない。先ほど松崎委員の方からもあったＰ／ＬやＢ／Ｓの問題ということが

あったわけですけども、ここのところでちょっと出ているのが１７．７％の

手数料のマージンということと、これと実体コストというのは関係ないと思
うんですね。そこでマージン取っていたって、マージンで１７．７でスーパ

ーマーケットのところが２３だということで、じゃあ例えば外国から持って

きたものを売って半値のものを２３％のマージンを取っているとしたら、１
７．７よりは半分の値段以下で売っているというようなことだって起こりう

るということを思うんですね。

、 、 、ですから そういう意味合いから言っても 我々ＡＢＣと言いますけども
やっぱりそれぞれの活動におけるそこのところでの得るべき、言ってみれば

付加価値というようなことが本当に実現されているんだろうかという観点が

ですね、そういうところから見ていかないと対比のところで言うと 「スー、
パー」と入っているから言うわけではないですけれども、駅前の一等地のと

ころでいろんなことをやっているところと、これは補助金ももらっていませ

んし、そういうことから言うとちょっと違うなという、もう少しなんて言う
んですかね、一般の企業とかそういうところで、やっていることとの、ある

意味で商系との間の競争条件に立たされているわけですから、もう少し一般

のところに乗りながら対していくということが大事なんじゃないかな、とい
うふうに思います。以上です。

今 村 座 長 ：ありがとうございました。まだ御発言ない、門傳さん。

門 傳 委 員 ：まあ、あまりにも間口が大きくてですね、何から喋っていいのかあれです
けど、まあ、大方のところは多分皆さんそう根本的な意見の違いはないとは

思うのですけども。特に私が立たされている立場、いわゆる担い手からする

とですね、今の農協のあり方というのは、決定的に違うって思われるのは、
私がＪＡ青年部に入って間もない頃までいわゆるその米価運動中心の、まあ

青年部活動もそうですけど農協主体というのが多かった。特に私は宮城です

から、いわゆる米の主産地と言われる所なんですけど。皆さん色々御指摘の

時代が変わったというところ、その辺からの境目ですね、いわゆる米審が無
、 、 。くなった 米価運動が無くなった頃から 今日までのＪＡの有り方がですね

なにせこの単体３０万の職員を抱えるというのが多分日本でも有数の良く

も悪くも巨大総合組織という中でですね、あまりにもやっている事業が多す
ぎ、間口も広すぎて、多分ここで毎日朝から晩まで言っても、なかなか収斂

しないような議論になるんだろうとは思うんですが。ただ、いずれにしても

ですね、歴史的なものはそうだとしても、今後もやはりこういう組織ってい
うのは当然必要なわけですので、特に日本における、農業の中における農協

というものをですね、どうも多分、まあ大臣の意思と若干違ったような報道

があるかもしれませんけれども、まあ、これでですね、いわゆる解体的改革
を促すためのアリバイ工作に決して私は乗ることは無いわけですけども、た
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だですね、やはり改めて組織を見直すとかですね、そういった部分、特に組

織というものに特に協同組合組織のいろんな部分、いわゆる「ダサい」と言

われるような今の状況があるわけですけど、やはり本当に大切なところをで
すね、株式会社は株式会社の良さがありますし、協同組合は協同組合の良さ

がありますので、その辺がですね十分に認識されないわけで。その辺がです

ね組合員・職員も当然あるわけですが、そこの部分の問題がですね、色んな
委員の方が触られましたけれども根本の正にあるべき姿が、忘れたわけじゃ

ないんでしょうけど、一寸見失いつつあるというのは多分あると思うんです

ね。それが各事業に渡ってなかなか振るわないということの一因かもしれま
せんので、まあその辺からすると、どうも農協批判の、その経営トップうん

ぬんという形に成り易いですが、それはそうとしても、実際に構成している

のは組合員ですので、組合員の本質的な問題をですね、何故農協に出資して
いるのか、ただ単に親から受け継いだとかというのはあるとしてもですね、

そういうことをしっかり見ないとですね。

日本の農業協同組合、正に社会的インフラな訳ですね、殆ど日本全国全て
を網羅している訳です。都市部から僻地まで全てあるわけですから、まあそ

う言った意味では郵政と似たようなところがあるかもしれませんけども、だ

からそう言った意味で単純に競争だけでは言えない部分、やらなきゃいけな
い部分ですけども、その辺がなかなかジレンマがあって、思うように目に見

える形での改革が進んでないというふうに捉らわれること、これも事実だと

思います。その辺ですね、大変この難しい問題、かと言って存在を否定もで
きませんし、無くしていいというものでもないんで、そこの部分を色々、枝

、 、葉末節な議論も 当然日々行われている経済行為ですから有るわけですけど

やはり根本、幹の部分をしっかり押さえてぜひ座長にはこの会議を進めてい
ただければ大変有りがたいというふうに感じています。以上です。

今 村 座 長 ：はいありがとうございました （この問題は）なかなか難しい。後８分く。

らい予定時間がございますが、
岸 委 員 ：今、門傳さんからですね、農協ってのは地方においてはね、実質的に社会

的なインフラだという御発言がありました。正にそういう形になっていると

。 、思うんですね そこで大臣が居られるんで一寸お伺いしたいんですけどもね
ただ分社化とかあるいはコンビニに事業を任せるってやり方ってあると思う

んですね。前の農協の検討会でもそういう提案をちゃんとしているわけです

けども。
その時問題はですね、人が減らないとなかなかコストが下がらないってこ

となんですよ。３１万人が何故今まで減ってないか。これ、もちろん農協自

体の改革が遅れたこともありますけど、同時に、社会的インフラっていう意
味では非常に安定的な就業の場であるってことなんですね。つまり役場と農

協が一番安定した就業の場ですよ農村へ行きますと。だからなかなか減りに

くいってのがたしかにあるんですよね。それを、企業のようにクビ切りでき

れば簡単なんですね。だけどなかなかできないと。その辺を大臣、何かいい
アイデアありますか。

武 部 大 臣 ：今、岸先生が仰ったようなことが大事なポイントなんですね、私たちが感

じていることで。まあ、３０万人が多いか少ないかという議論がありますけ
ど、見てますと確かに多いんじゃないんでしょうかね。農協、農業就業人口

の構造ね、主業農家はどれぐらいいますかね、５０万ぐらいでしょ。先ほど

小林さんもおっしゃったと思うんですけどね、有塚さんがおっしゃったんで
すね。私はこの食料・農業・農村基本計画に基づいた、農業になってくるん

ならいいんですよ。それを目指してそのとおりになって行くんなら。ところ

が先ほど館本さんがおっしゃったけれども、黙って放っておくと数年のうち
私は完膚なきまでに叩かれると、どうにもならん状態に追い込まれると、こ
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ういう危機感を持っているですよね。それから一方において梅津さんらの法

人もね、現になかなか農協はそう簡単に法人化、株式会社なんてのは進めな

いでしょう。だけど私が大臣になるまでは３月には１社しかなかった株式会
社が今２７社ですよ。その内、生産法人や有限会社から株式会社に脱皮して

行ったのが４社あるんですよ、この１年間で。それはもうかなりの抵抗があ

る中でそういう動きがどんどん出てるということですよね。
それから、私は農村には物凄いビジネスチャンスが沢山あると思っている

んです。私は北海道ですからあえて言いますとね、淡路島が羨ましいと思い

ました。あそこは三毛作ですから。米作って、玉葱作って、レタス作ってで
しょ。三毛作、四毛作なんです。北海道の人達にも三毛作、四毛作できない

かなと考えたら、出来るじゃないか。生産だけじゃなくて、生産、加工、流

通、販売、色々やればいいじゃないか。先ほど牛尾さんのお話にありました
ようにね、ゆうパックでやりたいっていうのをやらせりゃいいじゃないか。

ところが、それはなかなか「万人は一人のために、一人は万人のために」と

いうこれは運動の理念ですけどもね、そういったことが、下手すると例外一
つ作ると次から次とガタガタになっていくんじゃないかと。例えば特区の話

なんかでもね、特区なんて中身なんかはまだはっきり決まってないのに農業

特区なん言うとみんな北海道から大反対ですからね、私の地元から。
こういうことがですね、どうもおかしいなってのはね、生産者、組合員が

言ってるわけですよ。農協の職員だって誰だってですね、もっと一所懸命仕

事したいと思っている人達が沢山いるんですよ。農林省の職員だって、食糧
庁を廃止して、半分を食品Ｇメンにするって言ったら、私はずーっと出先の

食糧事務所みんなと会って話してますけど、今生き生きしてますよ。そりゃ

やっぱり総点検すればですね、どこが澱んでいるか、あるいは、どういうビ
ヘイビアで動くことにしているか解ってくるんじゃないか。私は現状は肯定

できない。今、岸先生おっしゃったように３１万人の、農家全体として３０

０万人になったんだけど、今、いわゆる認定農業者３０万から４０万とこう
言っているのですね。それから法人は３万から４万とこう言っているわけで

すけども、それで３１万人というのは、国民から見ればですね、どうしてそ

れだけの大きな落差があるんだと。
私は農協の職員の人達をトラクターに乗せたら良いんじゃないかと。この

間製糖工場でね、もう操業なんてのを何ヶ月もしてないんですから 「何か。

別の仕事やったらどうですが日甜（日本甜菜製糖株式会社）さん 」と。名。
前挙げて悪いけどね 「いやー実は私たち実際に原料生産したいですよ 」。 。

って言ってましたよ。そういうふうに日甜さんが、製糖工場が原料作りたい

と言ってる人達もいるわけですよ。だからいろんな人達が色んな考えを持っ
ている。

私は既成概念を捨てて、総点検をしてみるならばですね、農協というのは

正に門傳君言ったように社会的なインフラでね、農協なり農村が無くなった

らもう日本は大変ですよ。本当にね。もう美味しい水、きれいな空気、美し
い自然、新鮮な食物という物を都市の人達に提供しようというのが我々の考

えなわけです。そういった物をですね、今まで農協やその地方の皆さん方に

お願いして進めてきてるわけですけども、もう過疎化・高齢化とかですね、
それから組織のマンネリ化とか色んなことで動かなくなって来ている。私は

やっぱり自給率もしっかり上げてですね、本当に活力のある農村社会、農業

っていうものを作りたいと思ってますし 「医食同源」というのは昔から言、
葉があるわけですね。それから「身土不二」というのも韓国では使われてい

るし、イタリアではスローフード運動、日本でも「地産地消 。まあそうい」

う一つのその理念とか思想とかいうものですね、先ほど議論もありましたけ
れど変わりつつあるんじゃないんですか、国民も。それは追い風ですたしか
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に。

岸さんの話に明確にお答えできておりませんが、もう少し私考えがありま

すけど、今私がこーだあーだと言いますとね、それだけで走っちゃいます。
それから独禁法の適用除外の話、私賛成して直ぐやれといっている訳じゃ

ない。こういったこともタブーにしちゃいけませんよ、株式会社参入もタブ

ーにしちゃいけませんよ、それから特区の話もタブーじゃありません。既成
概念を捨てて。私、農協系統組織の一番良くない所そこだと思います。まず

は頭っからですね 「なんだ」と。解体的改革やってるなら胸張ったらいい、

じゃないですか。やってる所あるんですよ。私の地元の農協はね、女性職員
２名以外は全部パートですよ。それで回るんですから。頑張ってるところは

胸張ったらいいです。だけどそうでないところは、ちゃんとしてもらわなな

らんということで、農協系統組織、農協改革のあり方についての研究会とい
うこの問題提起をしているのは、やっぱり既成概念を捨てて、農協の皆さん

方もいろんな皆さん方もね、国民レベルで一同総ざらえをしていただいて、

総点検していただいて、皆の知恵を集めて組み立てていったら、一つの理想
、 、 、的な形がだんだん 理想だけじゃありません それを実現の可能性のあるね

そういうものが生まれてくるようにこう思いまして。まあ６ヶ月というと一

寸短いかもしれませんが、ぜひ座長よろしくお取りまとめお願いしたいと思
います。

岸 委 員 ：大臣、私は先ほど大臣のおっしゃることを誤解して言ったんじゃありませ

んので。
小 林 委 員 ：座長ひとつだけ。

今 村 座 長 ：はいどうぞ。

小 林 委 員 ：冒頭から一寸精神論だけ申し上げてですね、全中の副会長何言ってんだっ
てみたいなところありましたから申し上げるんですけど、私の体験している

現状を一寸申し上げますと、農業というのは長期展望に立たないと計画がで

きないとこういうことなんですよ。食料不足になったからそれ作れといって
も工場と違うという概念がですね、これ私どもも国民の皆様も皆ご存知だと

思うんですよ。

先ほど有塚委員がおっしゃったようにですね、農協もそれなりの計画を実
は立てているわけでございまして、この間もですね、大臣との懇談会で全農

のですね経営改革について大臣にも申し上げているはずでございましてです

ね、それで更に皆さんの方からしっかりやれよという、まあ激励を受けてい
るわけですけれども。この位置付けは自主的に出したものですから、私はこ

ういうものはやっぱり取り上げていただいて、足りないところをですね「お

い、ここんとこどうだい」と言うようにやって欲しいと。それでないとです
ね、自主的に我々がやるわけですから農協を預かっている我々がやるんです

から、まあ政府の方は応援してくれるとこういう格好をぜひ構築して欲しい

と、それが一つでございます。

それから、私の所でさっきスーパーの話がでましてですね 「農協でやっ、
てる奴は皆赤字だ」みたいな、こりゃまあそうだと思いますけどね。私のと

ころ実を申し上げますと、うちのＡコープは僅か３００坪の売り場面積で現

在３７億円くらい売ってます。
武 部 大 臣 ：いい事例わたしは一杯知っています。

小 林 委 員 ：だからね、だからそういうことがね 「スーパー駄目だよ」って言っちゃ、

うと駄目だから 「良いのもあるよ、こういうのも出ていますよ」と、是非、
ひとつ大臣そういう話もして下さい。お願いいたします。大臣がポッとこう

出しちゃうでしょう。だから誤解がでるんですよ。

武 部 大 臣 ：ポッとでも出さんかったら、皆問題意識を持たないじゃないですか。
小 林 委 員 ：いえいえ、そうじゃないですよ。皆誤解しちゃうじゃないですか。だから
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それが親切丁寧にこうおっしゃっていただくとですね、理解が出てくると。

今 村 座 長 ：小林さん、あのすいませんメモが有るんだったらそれを出してください。

後で議事録入れますから。
小 林 委 員 ：一番の問題は経済がこんな不況だということなんですよ。何時になれば回

復するのか、もう１０年ですから。

武 部 大 臣 ：そりゃ皆同じじゃないか。
小 林 委 員 ：同じです、同じです、そのとおり。だからそれが原因になって、農協も大

変だとこういうことですからね。我々も一所懸命やりますんで、全農で立て

た計画をですね一つ見ていただいて、御指導いただきたいとこう思います。
まあ、そういうことでですね、見通しが立て難いというのが農業の実態だと

いうことだけを申し上げました。以上です。

今 村 座 長 ：それでは時間がかなりオーバーしてしまいましたけども、これで今日の討
論終わらせていただきます。それで、討論の柱の枠組みその他につきまして

は、私と事務局の方で若干協議して、次回までに整理しておきたいと思いま

す。
座長やっていると言いたいこと何も言えないんですね。で、ひとつだけさ

っきの議論ともかかわるんですが申し上げます。単協は今１,０４０あるん

ですが、その中の上の２００は大変優れた活動をやってるんです。とりわけ
その中の５０はですね、大変素晴らしい活動をやっているんです。間の６０

、 。 。 、０ ６割 これはまあそこそこの活動をしている 問題は下の２００ですね

これをどう改善、改革するか。目立つのはそこなんです。この分け方は人に
よって違って３：４：３という分け方をしてる人もおられますけどもね、そ

れは数字のアヤですからどちらでもいいんですが、活力のない下の方のグル

ープが問題なんです。
農協というのは、資本結合の株式会社などと本質的に違いましてね、人的

結合を原則としてます。だから市場原理、競争原理の中で、企業だと駄目な

のは必然的にどんどん潰れていくわけです。農協はそうはいきにくいってこ
とと、それから地域の農業というのは資源、土地とか水とかいう資源との結

合が必要なもんですから、この人と資源の結合をどう変えるかっていう色ん

な要素があるわけですね。
そこのところで今日いろんな議論があるのは「上をちゃんと見ろ」っと言

うのか 「下をどうすべきかほんとに問題するぞ」って言うのか、まあしか、

し両方とも必要で、その実態をしっかり見て、つまり皆がトップ１００とか
２００ぐらいのことをやればですね、農協は立派になるんだと思うんです。

それで、そうなると今度は連合会っていうのはいるのかいらないのか、系統

とは何かってこういう話にみんな繋がってくるんだろうと思っています。
だからそういう意味で、少しまた、色々縦横、こう議論を進めていかない

となかなかうまく行きませんので、また次回、そういう問題の立て方を少し

研究しまして努力したいと思います。本日は本当にどうもありがとうござい

ました。
武 部 大 臣 ：ありがとうございました。よろしくお願いします。

今 村 座 長 ：それで次回の日程につきまして協同組織課長の方から一言連絡いたしま

す。
協同組織課長：次回の日程につきましては委員の皆様に内々に伺っておるわけでございま

すけれども、差し支え無ければ１０月２１日月曜日の午後１時半くらいから

始めさせていただけたらと思っております。
今 村 座 長 ：月曜日って日はですね、色々ビジネスの方大変かもしれませんけれども、

すいません午後１時半から是非ともですね御出席いただきたいとお願いいた

します。本日はこれで終わらせていただきます。本当にありがとうございま
した。


